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第２期福生市子ども・子育て支援事業計画の策定方針 

 

我が国の急速な少子・高齢化の進展は、人口構造にひずみを生じさせ、労働

力人口の減少や社会保障負担の増加、地域社会の活力低下など、社会経済への

深刻な影響を与えるものとして懸念されています。 

また、核家族化の進展、地域におけるコミュニティの希薄化、児童虐待の顕

在化、経済的に困難な状況にある世帯における子どもたちへの貧困の連鎖、若

年層における自殺の深刻化など、子どもと家庭を取り巻く環境は大きく変化し

ています。加えて、IoT、ロボット、人工知能（AI）、ビッグデータといった社

会の在り方に影響を及ぼす新たな技術の進展が進んできており、子ども・子育

ての新たな局面を迎えています。こうしたことから、子どもを産み、育てる喜

びが実感できる社会の実現、次世代の子どもたちが未来を生き抜く力を身に付

けることができる社会の構築など、子育て・子育ちを社会全体で支援していく

ことが喫緊の課題となっています。 

このような社会情勢の変化の中、国では、平成 24 年８月に「子ども・子育て

支援法」をはじめとする子ども・子育て関連３法を成立させ、平成 27 年４月か

ら幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める

『子ども・子育て支援新制度』をスタートさせました。 

しかしながら、待機児童の解消は待ったなしの課題であり、平成 29 年 6 月に

『子育て安心プラン』を公表し、平成 30 年度から令和 3 年度末までに女性の就

業率 80％にも対応できる約 32 万人分の保育の受け皿を整備することとしてい

ます。 

また、就学児童においても、更なる共働き家庭等の児童数の増加が見込まれ

ており、平成 30 年９月には、『新・放課後子ども総合プラン』を策定し、次代

を担う人材を育成するため、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多

様な体験・活動を行うことができるよう、放課後等に全ての児童を対象として

学習や体験・交流活動などを行う事業の計画的な整備等を進めていくこととさ

れました。 

福生市では、平成 27 年度から「福生市次世代育成支援行動計画（後期計画）」

を引き継ぐ新たな計画として、「福生市子ども・子育て支援事業計画」を推進し、

これから育っていく子どもたちが健やかに成長できることや、子育てをする方

の様々な悩みや不安を少しでも取り除くことを目指して、魅力あるまちづくり
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を進めてきました。 

この度、「福生市子ども・子育て支援事業計画」が平成 31 年度で最終年度を

迎えることから、引き続き計画的に施策を推進するため、「第２期福生市子ど

も・子育て支援事業計画」を策定し、社会状況の変化に対応しつつ、各計画と

連携しながら、子ども・子育て支援施策を総合的に推進していき、切れ目のな

い支援による子育て環境の充実を目指していきます。 
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計画構成のイメージ 

福生市次世代育成支援行動計画（後期計画） 福生市子ども・子育て支援事業計画 

第１章 行動計画策定にあたって 

Ⅰ 計画策定の背景  

Ⅱ これまでの国の施策  

Ⅲ 計画の位置づけ 

Ⅳ 計画の期間 

 

第２章 子どもを取り巻く環境の状況 

Ⅰ 社会的な状況 

１．少子化の進行 ２．出生の動向 

３．婚姻の動向  ４．世帯の動向 

５．働く女性の状況 

Ⅱ 保育サービス等の状況 

１．保育サービスの状況 

２．学童クラブ・ふっさっ子の広場・児童館

の状況 

３．子ども家庭支援センター事業 

４．幼稚園の状況 

Ⅲ 前期計画の評価 

 

第３章 計画の基本的な考え方 

Ⅰ 基本理念  

Ⅱ 基本方針 

Ⅲ 基本目標  

Ⅳ 施策の体系 

 

第４章 施策の展開 

Ⅰ 目標１ 家庭・地域における子育ての支援  

Ⅱ 目標２ 母と子の健康を守り増進する 

Ⅲ 目標３ 子どもの豊かな人間形成を 

支えるまちづくり 

Ⅳ 目標４ 子育てと仕事を両立できる 

まちづくり 

Ⅴ 目標５ 子どもにやさしいまちづくり 

 

第５章 目標事業量の設定 

Ⅰ 人口・世帯の推計 

Ⅱ 特定 12 事業の目標設定 

 

 

第６章 計画の推進体制 

Ⅰ 推進体制の整備 

Ⅱ 地域との協働  

第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と目的 

２ 国の動向  

３ 計画の位置づけ 

４ 計画策定の経過（策定体制）  

５ 計画の期間  

 

第２章 福生市の子ども・子育てを取り巻く現

状・課題 

１ 社会的な状況  

２ 保育サービス等の状況 

３ アンケートから見られる現状 

４ 「第１期福生市子ども・子育て支援事業

計画」の評価 

 

第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 ２ 基本方針  

３ 基本目標 ４ 施策の体系  

 

第４章 施策の展開 

基本目標１ 家庭・地域における子育ての 

支援 

基本目標２ 母と子の健康を守り増進する 

基本目標３ 子どもの健やかな育ちを 

支援するまちづくり 

基本目標４ 子育てと仕事を両立できる 

まちづくり  

基本目標５ 子どもにやさしいまちづくり 

 

第５章 教育・保育及び地域子ども・子育て支

援事業の量の見込みと確保方策 

１ 教育・保育提供区域の設定  

２ 教育・保育、地域子ども・子育て支援事

業の量の見込みの考え方 

３ 各年度における教育・保育の量の見込み

並びに提供体制の確保の内容及びその

実施時期 

４ 各年度における地域子ども・子育て支援

事業の提供体制の確保の内容及びその

実施時期 

 

第６章 計画の進行管理 

１ 施策の実施状況の点検 

２ 国・都等との連携  

 

資料編 

１ 福生市子ども・子育て審議会条例 

２ 福生市子ども・子育て審議会  審議経過 

３ 福生市子ども・子育て審議会委員名簿 

４ 諮問・答申 

５ 用語解説（50 音順） 
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と目的 

２ 国の動向 

○急速な少子化の進行、子ども・子育て支援が質・量ともに不足、子育て

の孤立感と負担感の増加といった子育てをめぐる現状の課題を改善する

ため、子ども・子育て支援法に基づき、福生市子ども・子育て支援事業

計画（以下、「本計画」という。）を策定する。 

○本計画の成果を、安心して子育てができるまちの実現につなげていくた

め、子育ての孤立感と負担感の解消を目指すべき方向として設定する。  

○本計画は、子ども・子育て支援法、国の基本指針、国および都の通知等

に即して策定する。 

○本計画の策定に当たっては、「福生市子ども・子育て審議会」の意見を尊

重するとともに、パブリックコメント等を活用して住民意見の反映に努

めるものとする。 

○本計画は、市の施策の方向と具体的な事業の整備計画を明らかにするた

め、ニーズ調査の結果に基づき、市において必要となる地域の子育て支

援施策の量の見込みと確保策等を国の手引きを踏まえたうえで、市の実

情も考慮しながら算定し、計画に記載する。 

○ニーズ調査では、潜在需要も含めて、丁寧にニーズ調査の結果の分析を

行い、真のニーズを精査したうえで量の見込みの算定等を行う。 

 

３ 計画の位置づけ   

○本計画は、すべての子ども自身の「育ち」と子育て中の保護者を支援す

るとともに、市民が子育てについて理解と認識を深め、家庭、保育や幼

児教育の場、学校、事業者、行政機関などが相互に協力し、地域社会が

一体となって子ども・子育てを推進するための「福生市の取り組み」と

して位置づける。 

○本計画における「子ども」とは、胎児から乳幼児期、学童期、思春期を

含む 18 歳までの子どもとする。また、この計画の主たる対象は、子ども

と保護者（子育て家庭）とする。 

○本計画は、国の「次世代育成支援対策推進法」による市町村行動計画と

して策定するとともに、福生市総合計画の子ども・子育てに関連する分

野の部門別計画として位置づける。 

○本計画には、福生市地域福祉計画、福生市障害者計画をはじめ、他の計

画などとの整合を図る（他計画に施策・事業を委ねる部分あり）。子ども
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と子育てを取り巻く施策としては、保健、医療、福祉、教育、労働、住

宅・都市基盤整備などあらゆる分野があり、これらの施策の総合的・一

体的な推進を図っていく。  

 

４ 計画策定の経過   

○ニーズ調査（就学前児童の保護者、就学児童の保護者と本人、中学生の

保護者と本人、子育ての担い手）、子ども・子育て審議会、パブリックコ

メントの実施 

 

５ 計画の期間   

○本計画は、５年を１期とした計画とする。 

○計画期間は、平成 32 年度～36 年度とする。 

○計画内容と実態に乖離が生じた場合は、計画の中間年において計画の見

直しを行う。 

 

第２章 福生市の子ども・子育てを取り巻く現状・課題 

○ニーズ調査の結果に基づき、市民が求める教育・保育施設のニーズや地

域子ども・子育て支援のニーズを明らかにし、本計画に活かす。 

○ニーズ調査をはじめ、統計データに基づき、広く子ども・子育て家庭の

現状を明らかにする。 

 

第３章 計画の基本的な考え方 

○国の基本指針にあるとおり、「子どもの最善の利益」が実現される社会を

目指すとの考えを基本に置く。 

○社会的養護の観点を明示するため、基本理念等の記載に際しては、「すべ

ての子ども」という表現を極力用いることとする。 

 

第４章 施策の展開 

○家庭・地域における子育ての支援 

〇母と子の健康を守り増進する 

〇子どもの健やかな育ちを支援するまちづくり 

〇子育てと仕事を両立できるまちづくり  

〇子どもにやさしいまちづくり  など 
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第５章 教育・保育及び地域子ども・子育て支 援事業の量の見込み

と確保方策 

１ 幼児期の学校教育・保育の量の見込みと提供体制の確保の内容

及びその実施時期 

○保育所、幼稚園、認定こども園のあり方 

 

２ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制の確保の

内容その実施時期 

○利用者支援、地域子育て支援拠点事業、妊婦健診、乳児家庭全戸訪問事

業、養育支援訪問事業、子育て短期支援事業、ファミリー・サポート・

センター事業、一時預かり、延長保育事業、病児・病後児保育事業、放

課後児童クラブ、実費徴収に係る補足給付を行う事業、多様な主体が本

制度に参入することを促進するための事業 

 

第６章 計画の推進体制  

○本計画の進捗状況については、「福生市子ども・子育て審議会」等で毎年

度評価を行う。 

 

※その他、国の動向等を踏まえた留意事項 

基本指針の改正方針案が、令和元年６月に示されることが予定されて

いることから、その内容に即して計画を策定するものとします。なお、

現時点では以下のような内容が示されています。 

 

（１）市町村計画の作成に関する事項について、制度の施行状況や関連施

策の動向を反映させるため、以下の事項について追記。  

・幼児教育・保育の質の向上に資するよう、市町村は、教育・保育に

関する専門性を有する指導主事・幼児教育アドバイザーの配置・確

保等に努めること。 

・保護者の選択を保障する観点から、幼稚園の利用希望及び保育を必

要とする者の預かり保育の利用希望に対応できるよう、市町村等は、

適切に量を見込み、確保の内容について公立幼稚園の入園対象年齢

の引下げ等も含め検討すること。 

・国際化の進展に伴い、教育・保育施設等において、海外から帰国し

た幼児や外国人幼児、両親が国際結婚の幼児などの外国につながる

幼児の増加が見込まれることを踏まえ、当該幼児が円滑な教育・保

育等の利用ができるよう、市町村等は、保護者及び教育・保育施設
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等に対し必要な支援を行うこと。また、事業者等は、運営等に当た

り円滑な受入れに資するような配慮を行うことが望ましいこと。  

・地域子ども・子育て支援事業についても、市町村支援事業計画の中

間年の見直しの要否の基準となること。 

（２）平成 28 年の児童福祉法改正等による社会的養育・児童虐待防止対策

に係る改正に関する事項について見直し。 

（３）新・放課後子ども総合プランを踏まえた市町村計画・都道府県計画

の作成に関する事項について追記。 

 

※これらの他、第 198 回国会（常会）に提出予定の幼児教育無償化に係る

子ども・子育て支援法の改正法案の内容を踏まえた改正を今後検討。  

 

 


